
様式第９号(工事指名)（第５条、第６条、第６条の２、第７条及び第７条の２関係） 1

種　別

円 入札契約 一般 指名 随意契約

(消費税相当額 円） の方法 　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

予　定 円 備　考

価　格 (消費税相当額 円） 自

最低制限 円 至

価　格 (消費税相当額 円） 自

至

（住所） 自

（商号又は名称） 至

自

至

工

契　約　結　果　調　書
部課等名　建設部 土木課

契　約　金　額 舗装工事 工　　事　　概　　要

3,300,000

300,000

変更契約に係る変更理由　１

随意契約の場合の相手方を選定した理由

変更契約に係る変更理由　２

変更契約に係る変更理由　３

3,397,900 契約締結年月日 工　　　　　　　期

308,900 令 和 7 年 4 月 24 日

2,998,600 令 和 8 年 3 月 31 日

272,600

契　約　業　者　名

長久手市岩作中縄手５９－６

工　　事　　名 路線等の名称 工　　事　　場　　所

当初

変更１

入札日 令 和 7 年 4 月 16 日

変更２

変更３

当　初 令 和 7 年 4 月 23 日

変更１

変更２

㈱青山 変更３

令和７年度道路維持修繕工事 ― 長久手市内

薄層舗装段差擦り付け　　　 Ａ＝20m2
欠損部補修工（常温）　　　　Ｗ＝0.9t
砕石敷均し工　　　　　　　　　Ｖ＝4m3
舗装打替工　　　　　　　　　　Ａ＝20m2
アスファルト舗装被覆工　 　 Ａ＝30m2



様式第９号(工事指名)（第５条、第６条、第６条の２、第７条及び第７条の２関係） 変更 1

種　別

円 入札契約 一般 指名 随意契約

(消費税相当額 円） の方法 　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

予　定 円 備　考

価　格 (消費税相当額 円） 自

最低制限 円 至

価　格 (消費税相当額 円） 自

至

（住所） 自

（商号又は名称） 至

自

至

工

契　約　結　果　調　書

部課等名　建設部 土木課

契　約　金　額 舗装工事 工　　事　　概　　要

3,300,000

300,000

3,374,800

306,800

74,800 変更契約に係る変更理由　１

6,800

随意契約の場合の相手方を選定した理由

変更契約に係る変更理由　２

変更契約に係る変更理由　３

3,397,900 契約締結年月日 工　　　　　　　期

308,900 令 和 7 年 4 月 24 日

2,998,600 令 和 8 年 3 月 31 日

272,600 令 和 7 年 4 月 24 日

契　約　業　者　名 令 和 8 年 3 月 31 日

長久手市岩作中縄手５９－６

工　　事　　名 路線等の名称 工　　事　　場　　所

当初

変更１

入札日 令 和 7 年 4 月 16 日

本工事において、薄層舗装段差擦り付け、亀裂充填工、砕石敷均し工、舗
装打替工、アスファルト舗装被覆工、区画線設置、舗装版切断を計上してい
たが、道路損傷の補修箇所が当初よりも多く発生した。したがって、他の工
種を取りやめ、区画線工、側溝工を新規計上、アスファルト舗装被覆工、区
画線工を変更増した。

変更２

変更３

当　初 令 和 7 年 4 月 23 日

変更１ 令 和 8 年 3 月 25 日

変更２

㈱青山 変更３

令和７年度道路維持修繕工事 ― 長久手市内

薄層舗装段差擦り付け　　　 Ａ＝0m2(20m2)
欠損部補修工（常温）　　　　Ｗ＝0t(0.9t)
砕石敷均し工　　　　　　　　　Ｖ＝0m3(4m3)
舗装打替工　　　　　　　　　　Ａ＝0m2(20m2)
アスファルト舗装被覆工　 　 Ａ＝152m2(30m2)


